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ごあいさつ 

このたび水道事業経営の指針となる「美馬市水道事業経営戦略」 

を策定致しました。美馬市水道事業経営の現状と課題を見つめ直す 

とともに、美馬市水道事業が末永く安心して水を供給できるよう、「趣旨、基本理

念・目標、施策」などをまとめております。 

美馬市は、平成１７年３月の町村合併後、脇町、美馬町、穴吹町、木屋平村の旧

４町村で運営していた上水道事業と簡易水道事業をそれぞれ統合し引き継いでまい

りました。しかし、簡易水道の大部分は中山間地域に設置され、規模も小さく給水

人口に比べて多くの設備投資や維持管理費用を要しています。そのため、将来的に

も安定給水を確保するとともに、サービス水準の維持・向上、経営基盤の強化を図

ることを目的とし平成２９年度より木屋平を除いた簡易水道事業を上水道事業へ統

合致しました。 

今後も、未来にわたって安心・安全な水を安定的かつ持続的に供給し続けていけ

るよう努力してまいりますが、今日の水道情勢では、少子高齢化による人口減少等

による水道事業収益の減少、施設の老朽化に伴う建設改良費の増加などが経営面で

の大きな課題となっております。 

そこで、職員をはじめ関係者全員が一丸となって、これからの美馬市水道事業経

営の課題を解消していくため、本経営戦略では経営の現状と課題、課題解決に向け

た取組を明確化しております。美馬市水道事業が末永く安心して水を供給できるよ

う、今後も美馬市民の皆様への経営の透明性を図りながら、目標の実現を目指して

まいります。 

最後になりましたが、本経営戦略の策定にあたり、ご尽力いただきました関係機

関の方々、市民の皆様に心から感謝申し上げます。 

平成３０年３月 美馬市長 藤田 元治 
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第１章 美馬市水道事業経営戦略の策定 

 

１ 経営戦略策定の趣旨と位置づけ 

（１）経営戦略策定の趣旨 

美馬市水道事業は、市民が快適な生活を送るために必要不可欠な「水」を提供す

るライフライン事業として運営を行っています。水道事業経営にあたっては、今後

も安心・安全な「水」を持続的に供給していくことが求められています。 

現在、美馬市水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。経営面に目を向

けると、人口減少による給水収益が年々減少している中で、高度経済成長期に整備

した多くの施設の老朽化が進んでおり、施設の更新や耐震化には多大な費用が必要

となります。また平成２９年度より旧脇町、美馬町、穴吹町の簡易水道事業を上水

道事業へ統合し、事業規模が拡大したことによる企業債償還金の増加などにより、

一層厳しい経営状況となっています。今後１０年間の経営シミュレーションでは、

人口減少による給水収益の減少、更新・災害対策等の施設や管路の建設改良費増加

により、経営状況は悪化することが予想されます。 

このような状況に対応し、老朽化した水道施設等の計画的な更新を進め、施設管

路の健全性を維持し、また経営目標達成に向けた財源を確保することが、安定した

水道事業経営を維持していくためにも重要であります。管路や施設の更新・耐震化

の計画を示す「投資計画」と、将来にわたっての収支及びキャッシュフローを示す

「財政計画」の２本柱の計画を均衡させて実施していくことが、中長期的な事業経

営を行っていく点で重要です。 

「美馬市水道事業経営戦略」は経営・財務面に特化した計画として策定し、職員

一人ひとりが明確化された目標達成のための指針として意思統一を図り、業務に熱

意を持って取り組めるよう策定するものであります。 

  



美馬市水道事業経営戦略 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経営ビジョン
未来にわたって、安心な水を安定してお届けする水道の実現

美馬市水道事業経営の課題の解決へ

今後１０年以内に経営状況は悪化することが予想されます

美馬市水道事業経営戦略

経営目標・取組の明確化

【 外部環境 】

・少子高齢化に伴う人口減少

・節水意識の高まり、節水器具の普及による、
水道使用量の減少

・南海地震等の災害対策の必要性

【 内部環境 】

・簡易水道事業の水道事業への統合による
経営状況の悪化

・施設・管路の老朽化による更新投資費用の
増加

・企業債償還金増加による経営の圧迫
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（２）経営戦略の位置づけ 

美馬市水道事業経営戦略は、美馬市内外の水道環境を取り巻く環境の変化に対応

するため、未来にわたって安心・安全な水を安定的かつ持続的に供給するための指

針として策定した「美馬市水道ビジョン」、施設・管路の耐震化対策を定めた「美

馬市耐震化計画」、「第２次美馬市総合計画」を踏まえつつ、本戦略で中長期的な

視点に立った投資・財政計画に基づく戦略的な経営を推進するとともに、本水道事

業の経営ビジョンを実現し、水道事業を末永く安定的に継続していくために計画を

定めたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

美馬市水道事業経営戦略の位置づけ

経営ビジョン
未来にわたって、安心な水を安定してお届けする水道の実現

第２次美馬市総合計画

水道事業
「快適で便利なまちづくり」

１．水道の安定供給
２．経営効率の向上

厚生労働省

新水道ビジョン
「安全・強靭・持続」

美馬市耐震化計画

美馬市水道ビジョン

未来にわたって、安心な水を

安定してお届けする水道

平成24年～平成34年(11年間)

美馬市水道事業経営戦略

経営・財政面に特化した計画

平成30年～平成39年(10年間)

総務省

・公営企業の経営戦略の策定等に関する

研究会報告

・公営企業の経営に当たっての留意事項

について

・経営戦略の策定推進について

・経営戦略策定ガイドライン
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第２章 基本理念と経営目標・経営ビジョン 

 

１ 経営の基本理念・数値目標 

 

～ １．経営の基本理念・目標 ～ 

１． 持続的な健全経営を維持し、未来にわたって安心・安全な水を提供し続

ける水道事業であり続けます。 

２． 将来世代への負担を増やさない投資の実施、独立採算に基づいた財源計

画で運営される水道事業であり続けます。 

３． キャッシュフロー経営を基本とし、緊急・災害時にも対応できる財政健

全性及び透明性を確保した水道事業であり続けます。 

４． 計画的な更新・耐震化事業による運営基盤の強化を図り、将来にわたり

収益基盤を維持した水道事業であり続けます。 

 

～ ２．平成３９年度までの経営数値目標 ～ 

 

１． 持続的な健全経営を維持するため、計画期間内において経常収支比率 

１００％（経常損益の黒字）を維持することを目標とします。 

２． 安定的な経営には一定の資金が必要であるため、年度末の資金残高は 

３億円（年間給水収益の６０％）を維持することを目標とします。 

３． 将来世代に負担を先送りしないため、給水人口一人あたり企業債残高を減

少させるとともに、企業債残高対給水収益比率を５００％未満（企業債残

高３０億円未満）に抑えることを目標とします。 
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２ 経営ビジョン 

水道は、快適な生活を送るため、経済活動を支えるためのライフラインとして重

要な役割を担っています。 

そこで、未来にわたって、安心・安全な水を安定的かつ持続的に給水することが、

美馬市の水道にとって使命であり、美馬市水道事業経営戦略では、将来の美馬市水道

事業のあるべき姿を経営ビジョンとして掲げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「未来にわたって、安心な水を安定してお届けする水道」

～Smart Water Service Management～ 
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第３章 目標達成に向けた主要施策 

 

美馬市水道事業では、水道施設や管路の健全性を維持しながら、安定した給水収

益・キャッシュフローを確保し、給水収益に応じたコスト管理を行っていくことが

安定経営の前提条件となります。 

一方で、今後老朽管の更新や耐震化を進めていく投資事業には多大な資金が必要

になるため、その「財政計画」と「投資計画」を均衡させた計画を実施することが、

持続可能な水道事業を実現するうえで非常に重要であります。 

 

ここでは、今後目標達成に必要な重要な取り組みについて定めています。 

 

 

施策体系

主要施策 具体的な取組

財
政
計
画

１．資金の適正管理・調達に関する事項 ・資金の適正管理に関する事項
・資金調達に関する事項

２．コスト削減に関する事項 ・委託料に関する事項
・動力費に関する事項
・修繕費に関する事項

３．財源確保に関する事項 ・水道料金に関する事項
・企業債に関する事項
・一般会計繰入金に関する事項

・その他の経常経費に関する事項

・国庫等補助金に関する事項

投
資
計
画

１．施設整備に関する事項 ・施設耐震化の推進
・施設規模の適正化・性能の合理化（スペックの適正化）
・水道施設の長寿命化（予防保全型の維持管理）
・広域化に関する事項
・新たな知見や新技術の導入

２．管路整備に関する事項 ・管路耐震化の推進、重要管路の耐震化
・性能の合理化・口径の縮小（スペックの適正化・ダウンサイジング）
・管路の長寿命化

６．情報通信技術（ICT）の活用 ・情報通信技術（ICT）の活用

・広域化に関する事項
・新たな知見や新技術の導入

そ
の
他
重
要
取
組

１．水道サービス ・水道利用者とのコミュニケーションの強化
・水道利用状況の管理・監視の強化
・利便性の向上・給水サービスの充実

３．南海地震等の災害対策
２．定員の適正化、人材育成に関する事項 ・人材育成

・他市町村との積極的な連携、情報共有
・専門家の知識の活用

５．企業環境の整備 ・職員が最大限の力を発揮できる職場環境の整備

・応急給水体制・復旧体制の強化
４．他市町村・外部有識者との連携
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１ 財政計画 

（１）財源確保のための目標設定、現状と課題・今後の取り組み 

 

≪過去の実績推移と目標設定≫ 

 

  

経営指標
平成２８年度

（実績）
平成３９年度

（目標）
算式・説明 用語解説

経常収支比率（％） １２２％ １００％ Ｐ５４

企業債残高（百万円）
（※上水・簡水合算）

３,５５５百万円 ３,０００百万円 企業債残高 Ｐ５４

内部留保資金（百万円） ５９０百万円 ３００百万円
期末資金残高

（キャッシュフロー）
Ｐ５７

自己資本構成比率（％） ４５.９％ ４０％ Ｐ５６

企業債残高対
　　給水収益比率（％）

（※上水・簡水合算）

６８６％ ５００％ Ｐ５４

経常収益
× 100

経常費用

資本合計＋繰延収益
負債資本合計

× 100

企業債現在高合計
× 100

給水収益
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１.資金の適正管理・調達に関する事項 

現状と課題 

資金管理については、資金の流動性を確保するため水道料金収入１年分程度の資

金の確保に努めています。また保有する資金のうち余裕分については指定金融機関

で利率調査を実施し、最も有利な定期預金で運用しています。 

資金調達については、世代間の負担における公平性を確保するために建設改良費

の財源として借入を行っている企業債が必要とされており、国庫補助金等の充当分

を除き、企業債を充当しています。 

 

今後の取り組み 

■資金の適正管理に関する事項 

キャッシュフローの流動性を維持する必要があることから、今後も継続して定期

預金等で資金運用を行います。また余裕資金の流動性を確保することができ、かつ

現在の定期預金以上の利回りが可能な運用先について、市場動向を注視しながら検

討します。 

 

■資金調達に関する事項 

更新投資の財源に関しては今後も主に企業債の発行により対応し、計画期間中に

予定されている耐震化布設替工事については起債充当率８５％で計画しています。 

起債充当率が高い場合には企業債残高が増大するおそれがありますが、併せて企

業債の償還も計画どおり進めていくため、現在の収支見通しでも企業債残高対給水

収益比率は５７０％まで減少する見通しです。目標達成には更なる起債の抑制が必

要ではありますが、スペックダウン等の投資額の削減や目標資金残高を確保したう

えでの自己資金の活用により、目標達成に向けた経営努力を行います。安定的なキ

ャッシュフローの確保を前提とした更新・耐震化工事の継続と拡大を図ります。 
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２.コスト削減に関する事項 

現状と課題 

■委託料に関する事項 

平成２７年度より、従来簡易水道事業において民間委託をしてきた施設機械・電

気装置維持管理業務を水道事業においても民間委託することとなりました。また、

平成２８年度末で集金業務の委託を廃止したため、上水道事業と簡易水道事業合わ

せて１百万円の委託料削減が図られています。 

 

■その他の経常経費に関する事項 

上水道事業の人件費については、合併時の平成１７年３月から平成２８年度まで

に４名減員し、約３２百万円削減しています。 

経常的な経費等のコストは、本経営戦略の計画期間である１０年間はほぼ一定金

額で推移していると見込んでいます。しかしながら動力費については管路の老朽化

による漏水で今後増加する見込みであるため対策を行う必要があります。常に企業

努力を行い、より安価な原価で給水を行うことが求められています。 

 

今後の取り組み 

■委託料に関する事項 

複数年度契約の採用や事業を跨いだ契約により委託料削減に努めていますが、さ

らに水質検査や施設等の維持管理業務において、市町村を跨いだ契約ができないか

を広域化に関する協議会等を通じて検討し、さらなる委託料削減に努めてまいりま

す。 

 

■動力費に関する事項 

漏水による動力費の抑制を行うため、平成３０年度より漏水調査委託料を増額

し、漏水修理による動力費の縮減を図っていきます。 
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また、電力の全面自由化により、より安価な契約方法を選択することが可能にな

ったことから、今後契約方法の見直しを検討します。 

 

■修繕費に関する事項 

現状において見込まれる修繕費は投資・財政計画（収支計画）に折り込み済みで

す。しかし、固定資産の老朽化が進むと増加するおそれがあるため、修繕費の推移

は今後も留意します。 

 

■その他の経常経費に関する事項 

複数年契約や複数の業務の一括発注など、契約内容の見直しや給水収益減少を見

込んだ歳出の計上を行い、コスト削減を図っていきます。 

また、業務活動での資産の適正化を図り、公用車や棚卸資産などのスペックダウ

ン（作業車の普通車から軽自動車への更新）なども検討し、更新の際には維持費等

も含めたコスト削減を図っていきます。 

 

３．財源確保に関する事項 

現状と課題 

■水道料金に関する事項 

本市の水道料金は県内でも高い水準にあります。水道料金は、公正妥当なもので

なければならず、また健全経営の為の適正な原価を基礎とし、これまで合併後段階

的に水道料金の統一を図ってまいりました。しかし現在まで将来の施設・管路の更

新費用を盛り込む資産維持費等を考慮した改定は長年おこなっていません。 

今後現行の水道料金を継続した場合、平成３７年には経常損益が赤字になると予

想されます。（グラフ参照Ｐ２５） 
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■企業債に関する事項 

平成１９～２１年度にかけて上水道事業・簡易水道事業の企業債補償金免除繰上

げ償還及び民間資金への借換を行った結果、将来にわたり支払う予定であった利息

を合計約７１百万円削減しています。しかし、本市の水道事業は同規模他団体との

経営比較分析の結果、給水収益に対する企業債残高、一人あたり企業債残高割合が

高い現状になっています。 

 

■一般会計繰入金に関する事項 

公営企業として独立採算制を経営の基本原則としつつ、経費のうち性質上水道事

業経営に伴う収入をもって充てることが適当でないものについては、毎年度通知さ

れる「地方公営企業繰出金」（総務省副大臣通知）に基づき、繰入を行っています。 

平成２８年度までは、消火栓等に要する経費の繰入を行っています。平成２９年

度に簡易水道事業の一部を統合後には消火栓等に要する経費に加え、統合水道に係

る統合前の簡易水道事業の建設改良に要する経費、地方公営企業職員に係る児童手

当に要する経費の繰入を行っています。 

 

■国庫補助金に関する事項 

水道施設の更新・整備に対し国庫補助事業等を最大限活用し、これまでも平成２

５年度から平成２９年度にかけては約１３１百万円の補助金を活用し事業展開を行

ってきました。 

 

今後の取り組み 

■水道料金に関する事項 

本市の水道事業は主に市民の皆様から徴収した水道料金により成り立っているた

め、より一層のコスト削減を始めとした経営努力を行ってまいります。しかしなが

ら、水道事業の主なコストは、取替更新や耐震化工事によって整備された固定資産



美馬市水道事業経営戦略 

12 

から生じる減価償却費であり、その負担は今後も増大していくことが見込まれてい

ます。 

簡易水道事業統合後の決算を踏まえて、３～５年後の経営戦略見直しの際に、料

金収入が現状見込みを下回ることがあれば料金改定を検討します。経営状況の悪化

抑制のためにあらゆるコスト削減を行いますが、料金体系の見直しを含め資産維持

費を盛り込んだ料金改定を検討していく必要があります。 

 

■企業債に関する事項 

今後の更新投資についても耐震化・施設更新の建設改良費の財源として主に企業

債を活用し、単年度ごとに償還額より発行額を抑制しつつ、将来への負担を軽減す

るため企業債残高を抑えていきます。 

現状の金融市場は低利であるため、積極的な借り換えは考えていませんが、新規

借入においてはより低利で借り入れます。また既発行の企業債についても、市場動

向に注視し借り換え等ができるよう検討します。 

 

■一般会計繰入金に関する事項 

地方公営企業繰出金の基準に基づき、基準内繰入を行っていくとともに基準外繰

入が生じないよう健全経営に努めます。 

 

■国庫補助金に関する事項 

更新・耐震化工事の際には、国庫補助事業等を最大限投資財源として活用し、更

新投資・耐震化工事を行っていきます。 
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２ 投資計画 

（１） 計画的な更新・耐震化のための目標設定、現状と課題・今後の取り組み 

 

≪過去の実績推移と目標設定≫ 

 

必要な更新を怠ると、管路の破損や設備の故障等により漏水や断水が生じるおそ

れがあるため、適切な更新計画を立て計画的に更新していく必要があります。今後

も類似団体平均を下回らないような更新投資を行う計画です。また、優先度設定の

高い施設・管路から投資を計画的に実施し、その他の施設は適宜修繕をし、老朽化

を抑制することで構造物の長寿命化を図り、急激な更新費用の増大を防ぎ経常収支

の均衡を図りながら必要な投資を実施していく予定です。 

施設利用率は類似団体と比較しても平均的な数値でありますが、今後人口減少が

見込まれる中で、人口を支え、なおかつ突発事項に対応しうる能力として適切な水

準についての検討が必要です。過剰投資になっていないかについても合わせて検討

を行います。 

 

 

 

経営指標
平成２８年度

（実績）
平成３９年度

（目標）
算式・説明 用語解説

固定資産減価償却率（％） ４８.１％ ４７％ Ｐ５５

管路経年化率（％） １.５％ １０％ Ｐ５３

管路更新率（％） ０.５％ １％ Ｐ５４

施設利用率（％） ５３％ ５５％ Ｐ５５
年間総配水量×1,000÷365

× 100
配水能力

減価償却累計額
× 100

償却資産

法定耐用年数を経過した導送配水管延長
× 100

導送配水管延長

当該年度に更新した導送配水管延長
× 100

導送配水管延長
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１．施設整備に関する事項 

現状と課題 

資産の多くを占める管路は、更新事業によって、大部分を更新していますが、今

後１０年以内に昭和６０年代半ばまでに布設した管路が法定耐用年数を迎えます。 

また、比較的耐用年数が短い電気・機械設備については、その維持管理の充実を

図るとともに、計画的に更新を行っていく必要があります。 

構造物及び設備について、法定耐用年数で更新した場合、平成２４年から平成６

２年までに約５,４３３百万円と見込まれています。 

 

※美馬市水道ビジョン構造物及び設備の更新需要［上水道］より 
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今後の取り組み 

■施設耐震化の推進 

浄水施設や配水池については、主要な施設から計画的に耐震診断や耐震補強を行

い、さらには施設の更新にあわせて耐震化を図っていく必要があります。一部の配

水池については、耐震性が明らかになっていないことから、耐震診断等により耐震

性を把握することが必要です。 

施設が被災した場合の住民生活への影響の大きさや災害被害の発生率を基に優先

度を決定し、優先度の高い施設から耐震化を実施していきます。 

 

■施設規模の適正化・性能の合理化（スペックの適正化） 

人口減少や節水機器の普及に伴い水需要の減少が予想されていることから、施設

利用率は低下していく見込みです。一方で、施設の更新に伴う一時的な施設の休止

や災害・事故などの非常時におけるバックアップを考慮すると、ある程度の予備力

を確保しておくことも必要と考えています。 

そこで、当面は現状の施設能力を維持しますが、実績に基づく経営指標を分析し

つつダウンサイジングやスペックダウンも検討します。 

今後の需要動向によっては、施設の更新に合わせて、施設能力の縮小・施設利用

率などを分析し適正な施設性能や統廃合を検討していきたいと考えています。 

 

■水道施設の長寿命化（予防保全型の維持管理） 

施設・設備の長寿命化や投資の平準化については、投資・財政計画（収支計画）

に折り込み済みです。しかし、経営目標の達成にはさらなる更新投資の削減も必要

であることから、個別の更新投資の実施に際しては長寿命化が可能かどうか慎重に

検討します。耐震適合性などから判断し長期的に見て更新の必要があるところにつ

いては、適宜更新を行っていきます。 
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■広域化に関する事項 

徳島県で広域化に関する協議会が立ち上がったばかりであり、協議会を通じて検

討していきます。施設等の広域化には他団体との連携が不可欠であることから、協

議会を通じて情報交換を随時実施し、動向を注視していきます。 

 

■新たな知見や新技術の導入 

施設・機器設備の更新の際には、ランニングコストの低減を前提に、先進都市の

事例を検証し、新たな知見や新技術の導入を検討していきます。 

 

２．管路整備に関する事項 

現状と課題 

平成２９年度時点での美馬市内(上水道区域)の管路延長は約４８４㎞であり、

その内訳は導水管が約１１㎞、送水管が約６６㎞、配水管が４０７㎞となってい

ます。（Ｐ３９、Ｐ４０管路状況参照） 

 

配水管の口径別内訳を見ると、本市では、給水人口が少なくかつ配水区域が細か

く分割されていることもあって、φ１００㎜以下の小口径管の割合が高くなってい

ます。管路については、法定耐用年数で更新した場合、平成２４年から平成６２年

までに約５,６５５百万円と見込まれています。 
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※美馬市水道ビジョン管路の更新需要［上水道］より 
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今後の取り組み 

■管路耐震化の推進、重要管路の耐震化 

すべての管路を耐震化するには莫大な投資と相当の年月を要します。このため、

導水・送水・配水本管等の基幹重要管路を優先しつつ、管種・継手の変更(布設替

え等)、補強対策などの最適な手段を選択します。避難所や病院などにつながる重

要な管路から、計画的に基幹管路の耐震化を進めていきます。この他、被害の影響

を最小化するため、重要路線の二系統化や配水系統間の連絡など管路機能のバック

アップの充実を図ります。今後南海トラフ地震等災害を想定して強靭なライフライ

ン構築には、計画的に耐震管を布設していくことが必要です。 

そこで固定資産台帳・管路管理システムを活用し、耐用年数の経過した管路の洗

い出しを行い、断水や漏水の危険性の高い老朽管路から優先的に更新を行っていき

ます。また、平成３０年度より漏水調査委託料を増額し、漏水調査に集中的に取り

組み老朽管路の把握に努めてまいります。 

 

■性能の合理化・口径の縮小（スペックの適正化・ダウンサイジング） 

類似団体と比較して有収率が高いとはいえないため、急激なスペックダウンは更

なる有収率の低下を引き起こすことに留意します。しかし、経営目標の達成にはさ

らなる更新投資の削減も必要であることから、人口や利用状況など関連指標を分析

しつつダウンサイジングや個別の工事ごとにスペックダウンは可能かどうかを慎重

に検討します。 

 

■管路の長寿命化 

法定耐用年数で更新した場合は多大な費用が必要なため、耐震適合性などから判

断し長期的に見て更新の必要があるところについては、適宜更新を行っていきます。

管路管理システムで情報管理を徹底し、管種によって長寿命化できるところを検討

していきます。 
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■広域化に関する事項 

管路等の広域化には管路状況の把握、統廃合が可能で費用対効果があるかなどに

ついて慎重に検討し、さらに他団体との調整、連携が必要であることから、徳島県

の広域化に関する協議会を通じて情報交換を随時実施し、動向を注視していきます。 

 

■新たな知見や新技術の導入 

管路の更新の際には、ランニングコストの低減を前提に、先進都市の事例を検証

し、新たな知見や新技術の導入を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【美馬町 美馬和傘】 
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（２）優先度設定と主な投資事業計画 

 

〔更新・耐震化投資への優先度設定〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基幹重要施設・管路の更新耐震化   優先度　☆☆☆

②老朽施設・管路の更新耐震化　　   優先度　☆☆

③補助事業の活用による更新耐震化   優先度　☆

H30 H31 H32

坊僧送水管布設替工事（補助） 西ノ久保地区配水管布設替工事 露口地区配水管布設替工事

西俣地区電気計装工事（補助） 県道12号線脇町拝東南地区配水管布設工事 予備水源増設工事

木ノ内地区配水管布設替工事 県道12号線脇町春日地区配水管布設工事 左手地区水源地改良工事

西山電気計装工事（補助） 曽根地区配水管布設替工事

県道12号線脇町新曽江谷橋配水管布設工事

県道12号線脇町共進地区配水管布設工事

H33～H36

予備水源増設工事

市ノ下地区穴吹川橋配水管架替工事

基幹管路、重要給水施設・管路耐震化工事

老朽施設・管路更新工事

H37～H39

基幹管路、重要給水施設・管路耐震化工事

老朽施設・管路更新工事

前
　
期

後
　
期

中
　
期
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３ その他の重要な取り組み 

１．水道サービス 

■水道利用者とのコミュニケーションの強化 

水道に対する関心や理解を深めていただくため、ホームページや広報紙などの情

報媒体を通じて、水道に関する情報を積極的に発信するとともに、これらの内容の

充実に努めます。水道利用者へのメリットを最優先にしたサービスの提供、きめ細

やかな応対と各種手続き等の効率化・向上に努めます。 

 

■水道利用状況の管理・監視の強化 

市民の生活環境が変化している現状から、利便性の向上を図るとともにトラブル

の防止や公平なサービスの提供に努めます。 

 

■利便性の向上・給水サービスの充実 

給水区域内未加入世帯・施設に対して、加入の促進を継続して行います。 

飲料水供給施設への水道施設の設置・改良に対して支援を継続して行います。 

水道利用者のニーズに基づいた質の高いサービスの提供に努めます。 

 

２．定員の適正化、人材育成に関する事項 

■人材育成 

今後の安定的・継続的な水道事業の経営のためには、老朽化した施設・設備の取

替更新、地震等の災害に備えた耐震化工事が必要であり、それら工事の実施に対応

して、特に技術系職員の業務量増加が予想されています。 

業務量の増加に伴いサービスの低下にならないよう、人材育成を行い、人件費の

コスト管理を行っていきます。特に水道事業の職員は専門の知識や技術が必要であ

り、研修参加・資格取得の費用の負担、機会の提供を積極的に行い、人材育成を図

っていきます。  



美馬市水道事業経営戦略 

22 

３．南海地震等の災害対策 

■応急給水体制・復旧体制の強化 

災害対策については南海地震等の大地震によって水道施設に被害があっても、飲

料水を確保できるよう脇町、美馬町、穴吹町の各１箇所に耐震性緊急貯水槽を整備

しています。災害・事故における応急給水に備えて、給水車を１台、ポリ容器及び

給水袋を保有し、１１台の緊急用浄水装置を備蓄しています。 

また「美馬市水道部危機管理対応指針」及び「美馬市耐震応急給水計画」を策定

しています。そして「日本水道協会徳島県支部水道相互応援要項」に基づいた災害

時相互応援協定を結んでいます。 

〔緊急浄水装置〕 

 

 

 

 

 

〔耐震性貯水槽〕 
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４．他市町村・外部有識者との連携 

■他市町村との積極的な連携、情報共有 

県内外の他市町村から先進事例を学び、連携することで情報の共有やスケールメ

リットなどの拡大を図っていきます。 

今後徳島県広域化に関する協議会・日本水道協会徳島県支部などを通じての情報

共有、情報交換・連携を積極的に行っていきます。 

 

■専門家の知識の活用 

激変する水道事業環境の中で健全経営を維持していくためにも積極的な外部有識

者の活用が必要不可欠です。各分野のプロフェッショナル（公認会計士・コンサル

ティング・システムエンジニア・弁護士・税理士・水道民間業者など）と連携し、

今後予想される厳しい水道事業環境の変化に対応できるよう努力していきます。 

 

５．企業環境の整備 

■職員が最大限の力を発揮できる職場環境の整備 

水道部職員が心身ともに健康でやりがいを持って働ける職場環境の充実に努めま

す。近年では職員数の減少や今後経営状況の悪化が予想されることから、一人当た

りの業務量の増加や時間外労働が増加する見込みです。より効率的な職場環境の整

備により職員一人ひとりの負担を軽減し、長期的には時間外等の経費削減など経営

の効率化にもつながるため、より良い職場環境の整備に努めます。将来的には公営

企業会計適用事業が増加する見通しであるため、組織体系の見直しも今後検討して

いく必要があります。 
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６．情報通信技術（ICT）の活用 

■情報通信技術（ＩＣＴ）の活用 

補助金制度を活用し、テレメータ等の電気計装設備を更新し、管理コストの削減

を図ります。 

管路管理システムの充実などにより管路情報の把握を行い、より効率的な更新投

資に活用していきます。 

公営企業会計適用事業の増加が見込まれることから企業会計の会計システム管理

一元化による効率化を図っていきます。また現在は分散している水道関連システム

についても一元化を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【脇町 広棚の芝桜】 
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第４章 投資・財政計画（収支計画）１０年間

の見通しと経営状況 

 

１ 投資・財政計画（収支計画）１０年間の見通し 

平成２８年度まで、水道事業は順調な経営を維持していましたが、平成２９年度

の簡易水道事業の統合により、今後経営状況が厳しくなることが予想されます。さ

らに人口減少や節水意識の向上による給水収益の減少は避けられず、取替更新投資

による減価償却費の増加により、現行の料金体系を維持した場合平成３７年度より

経常損益が赤字になる見込みです。 

成り行きによる１０年間のシミュレーションでは経営状況が悪化することが予想

されており、掲げた経営目標を達成するため、主要施策の確実な取組の実施が求め

られています。 

 

① 経営の状況 

（１）営業収益（料金収益等）・経常損益の推移 

営業収益・経常損益の将来推移では年々の人口減少が加速していくことに伴い、

給水収益の減少が予想され、平成３７年度には経常損益が赤字になる見通しとなっ

ています。 
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≪関連指標の推移≫ 

 

（２）企業債残高・企業債残高対給水収益比率の推移 

水道事業では建設改良費の財源として、計画的に企業債の発行を行ってきました。 

シミュレーションによると水道事業経営の負担となっていた企業債残高も年々減

少傾向にありますが、簡易水道事業の統合により水道事業の企業債残高としては１

０億円程度増加しております。統合後も企業債残高は減少していく見込みであり、

現在の収支見通しでも企業債残高対給水収益比率は５７０％まで減少する見通しで

す。しかし今後更新・耐震化工事の増加による発行額の増加には注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（税抜） 平成３０年度 平成３９年度 用語解説

営業収益（百万円） ５８３百万円 ５０８百万円 Ｐ５３

経常損益（百万円） ３０百万円 △１８百万円 Ｐ５５
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≪関連指標の推移≫ 

 

（３）総収支差額・期末資金残高の推移 

過去の実績では、総収支差額はプラスを維持し順調な経営状況により資金残高は

増加していました。 

シミュレーションによると現状の料金収入では総収支差額がマイナスになると予

想されます。主に管路等の老朽化による漏水に伴う修繕費や動力費、建設改良費と

企業債の元利償還金が経営を圧迫しており、平成３８年度には内部留保資金となる

期末資金残高が半減し３億円を割る見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連指標（税抜） 平成３０年度 平成３９年度 用語解説

企業債残高
（百万円）

３,２８７百万円 ２,８１４百万円 Ｐ５４

企業債残高対給水収益比率
（％）

５７７％ ５７０％ Ｐ５４
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≪関連指標の推移≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【穴吹町 日本一の清流穴吹川】 

 

 

関連指標（税込） 平成３０年度 平成３９年度 用語解説

期末資金残高
（キャッシュフロー残高）

（百万円）
５９３百万円 ２６８百万円 Ｐ５４

総収支差額　（百万円） △１１百万円 △２４百万円 Ｐ５６
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② 収益的収支と資本的収支 

（１）収益的収支 

 

                                    

 

年　　　　　　度 H25 H26 H27 H28 H29 H30

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 予 算 ) 将来予測

１． (A) 604,201 589,850 593,330 584,564 609,340 583,032
(1) 594,199 582,052 586,188 568,287 575,911 569,135
(2) (B) 6,166 2,307 1,754 10,472 23,632 8,866
(3) 1,211 3,661 2,760 3,177 3,440 2,850
(4) 2,625 1,830 2,628 2,628 6,357 2,181

２． 38,866 60,491 58,307 66,278 76,058 75,202
(1) 36,593 33,613 32,153 39,416 10,271 9,456

36,593 33,613 32,153 39,416 10,271 9,456

(2) 25,008 25,327 25,382 64,871 64,273
(3) 2,273 1,870 827 1,480 916 1,473

(C) 643,067 650,341 651,637 650,842 685,398 658,235
１． 479,457 478,669 492,072 474,971 574,349 560,635
(1) 110,982 116,585 108,676 113,177 98,754 109,635

60,742 63,073 55,334 58,779 52,596 58,105

50,240 53,512 53,342 54,398 46,158 51,530
(2) 221,146 190,327 215,309 194,599 232,044 210,685

73,489 77,051 77,644 73,557 78,793 76,107
40,167 30,516 41,508 32,145 37,447 36,357
14,356 12,601 14,288 13,818 11,297 13,272
93,134 70,159 81,869 75,079 104,507 84,949

(3) 147,329 171,757 168,087 167,195 243,551 240,315
２． 96,657 93,216 88,411 82,725 72,986 67,139
(1) 96,257 93,216 88,398 82,725 72,797 67,019
(2) 400 13 189 120

(D) 576,114 571,885 580,483 557,696 647,335 627,774
(E) 66,953 78,456 71,154 93,146 38,063 30,460
(F) 48 8
(G) 4,194 7,226 270 468 4,807
(H) △ 4,194 △ 7,226 △ 222 △ 460 △ 4,807

62,759 71,230 70,932 92,686 33,256 30,460
(I)
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M) 598,035 587,543 591,576 574,092 585,708 574,166

(N)

(O)

(P)

基 本 給
退 職 給 付 費

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

累 積 欠 損 金 比 率 （

営 業 外 費 用

そ の 他
支 出 計

動 力 費
修 繕 費
材 料 費

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

(A)-(B)

×100 ）

収 入 計

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

う ち 建 設 改 良 費 分

流 動 資 産
う ち 未 収 金

流 動 負 債

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

そ の 他
経 費

そ の 他
減 価 償 却 費

そ の 他

他 会 計 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

他 会 計 補 助 金
営 業 外 収 益

補 助 金

そ の 他 補 助 金

そ の 他

投資・財政計画（税抜）

（収支計画）
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（単位：千円）

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測

575,534 565,110 556,362 547,752 540,464 531,192 522,735 514,659 507,822
561,637 551,213 542,465 533,855 526,567 517,295 508,838 500,762 493,925

8,866 8,866 8,866 8,866 8,866 8,866 8,866 8,866 8,866
2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850
2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181

73,662 72,187 70,615 69,068 67,572 66,204 65,109 63,921 62,716
9,496 9,563 9,495 9,413 9,346 9,371 9,635 9,771 9,857
9,496 9,563 9,495 9,413 9,346 9,371 9,635 9,771 9,857

62,692 61,150 59,647 58,182 56,753 55,360 54,001 52,677 51,385
1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473

649,195 637,297 626,977 616,820 608,036 597,396 587,844 578,580 570,538
558,587 555,813 555,075 554,552 554,062 553,706 553,481 553,384 553,411
109,635 109,635 109,635 109,635 109,635 109,635 109,635 109,635 109,635
58,105 58,105 58,105 58,105 58,105 58,105 58,105 58,105 58,105

51,530 51,530 51,530 51,530 51,530 51,530 51,530 51,530 51,530
210,685 210,685 210,685 210,685 210,685 210,685 210,685 210,685 210,685
76,107 76,107 76,107 76,107 76,107 76,107 76,107 76,107 76,107
36,357 36,357 36,357 36,357 36,357 36,357 36,357 36,357 36,357
13,272 13,272 13,272 13,272 13,272 13,272 13,272 13,272 13,272
84,949 84,949 84,949 84,949 84,949 84,949 84,949 84,949 84,949

238,267 235,494 234,755 234,232 233,742 233,386 233,161 233,064 233,091
62,083 57,814 53,455 49,001 44,597 40,701 38,187 36,333 34,875
61,963 57,694 53,334 48,880 44,477 40,581 38,067 36,213 34,754

120 120 120 120 120 120 120 120 120
620,670 613,628 608,529 603,552 598,659 594,408 591,668 589,717 588,285
28,525 23,669 18,448 13,268 9,377 2,988 △ 3,825 △ 11,137 △ 17,747

28,525 23,669 18,448 13,268 9,377 2,988 △ 3,825 △ 11,137 △ 17,747

566,668 556,244 547,495 538,886 531,598 522,325 513,869 505,793 498,956
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（２）資本的収支 

 

 

 

 

年　　　　　度 H25 H26 H27 H28 H29 H30

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 予 算 ) 将 来 予 測

１． 243,400 98,000 72,200 141,700 104,400 126,772

２．

３． 110,428 91,229 89,080 91,584 48,086 48,270

４．

５．

６． 47,356 21,842 17,403 24,753 12,020 33,500

７．

８．

９． 4,927 8,710 3,845 5,629 5,140 5,005

(A) 406,111 219,781 182,528 263,666 169,646 213,548

(B)

(C) 406,111 219,781 182,528 263,666 169,646 213,548

１． 350,288 123,620 97,878 170,008 126,850 172,819

２． 240,595 246,220 249,721 254,883 241,579 257,485

３．

４．

５． 1,280 995 455

(D) 590,883 369,840 348,879 425,886 368,429 430,759

(E) 184,772 150,059 166,351 162,220 198,783 217,211

１． 153,508 150,059 166,351 162,220 198,783 217,211

２．

３． 31,264

４．

(F) 184,772 150,059 166,351 162,220 198,783 217,211

(G)

(H) 4,324,775 4,176,553 4,005,932 3,898,449 3,417,430 3,286,717

○他会計繰入金

年　　　　　度 H25 H26 H27 H28 H29 H30

区　　　　　分 （決算） （決算） （決算） （決算） (予算) 将来予測

39,218 35,443 34,781 42,044 17,008 11,637

37,852 35,443 32,781 31,493 17,008 11,637

1,366 2,000 10,551

110,428 91,229 89,080 91,584 48,086 48,270

50,516 50,247 49,006 47,894 48,086 48,270

59,912 40,982 40,074 43,690

149,646 126,672 123,861 133,628 65,094 59,907

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

投資・財政計画（税抜）

（収支計画）
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（単位：千円）
H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測 将 来 予 測

119,591 196,717 199,750 195,500 195,500 195,500 195,500 195,500 195,500

41,186 42,455 42,351 44,121 45,091 31,534 27,765 24,197 20,669

5,005 5,005 5,005 5,005 5,005 5,005 5,005 5,005 5,005

165,782 244,177 247,106 244,625 245,596 232,038 228,270 224,701 221,174

165,782 244,177 247,106 244,625 245,596 232,038 228,270 224,701 221,174

133,977 217,993 221,296 216,667 216,667 216,667 216,667 216,667 216,667

255,700 262,447 263,362 265,603 269,068 232,211 217,876 203,165 192,136

455 455 455 455 455 455 455 455 455

390,132 480,895 485,113 482,725 486,190 449,332 434,998 420,287 409,258

224,350 236,718 238,008 238,099 240,594 217,294 206,728 195,586 188,084

224,350 236,718 238,008 238,099 240,594 217,294 206,728 195,586 188,084

224,350 236,718 238,008 238,099 240,594 217,294 206,728 195,586 188,084

3,150,608 3,084,878 3,021,266 2,951,163 2,877,595 2,840,885 2,818,509 2,810,844 2,814,207

（単位：千円）

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測 将来予測

11,677 11,744 11,676 11,594 11,527 11,552 11,816 11,952 12,038

11,677 11,744 11,676 11,594 11,527 11,552 11,816 11,952 12,038

41,186 42,455 42,351 44,121 45,091 31,534 27,765 24,197 20,669

41,186 42,455 42,351 44,121 45,091 31,534 27,765 24,197 20,669

52,863 54,199 54,027 55,715 56,617 43,086 39,581 36,148 32,708
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第５章 水道事業の現況と将来の事業環境 

 

１ 事業の概要 

現在１つの上水道事業と１箇所の木屋平簡易水道事業、さらには２１箇所の飲料

水供給施設を有しています。なお、平成２９年度より旧脇町、美馬町、穴吹町の簡

易水道を上水道事業へ統合しています。 

 

 

 

 

供用開始年月日 昭和３２年４月１日

法適（全部・財務）・非適の区分 法適用（全部適用）

計画給水人口 ３４,２４１人

現在給水人口

(平成29年4.1現在)

有収水量密度 ０.４７千㎥／ha

事業の特徴（地理的要因その他）

統合前上水道事業は市街地に位置
しており、統合簡易水道及び木屋平
簡易水道、飲料水供給施設は山間
地に広く点在しています。

配水能力 ２２,８１２㎥ /日

２８,１７０人
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■上水道事業の沿革 

現在の上水道事業は、平成１７年３月１日の市町村合併に伴い、脇町水道事業、

美馬町水道事業、穴吹町水道事業が統合されて創設されたものです。 

平成２０年３月に給水区域を拡張（助松飲料水供給施設の上水道事業への統合）

する第１期拡張事業を実施しています。 

平成２９年３月に木屋平を除く簡易水道の譲り受けによる事業統合を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業主体 給水開始年月 事業名称 認可年月
計画

給水人口
（人）

計画一日最大
給水量

（ｍ3/日）

創設事業 S28.11 5,350 963

： ： ： ：

第９期拡張事業 H12.10 13,000 10,530

創設事業 S36.12 5,100 765

： ： ： ：

第３期拡張事業 H10.3 6,400 3,340.8

創設事業 S45.4 9,000 4,050

： ： ： ：

第３期拡張事業 H14.3 8,960 6,320

市町村合併

事業主体 給水開始年月 事業名称 認可年月
計画

給水人口
（人）

計画一日最大
給水量

（ｍ3/日）

創設事業 H17.3 28,360 20,190.8

第１期拡張事業 H20.3 26,700 19,613

事業主体 給水開始年月 事業名称 届出年月
計画

給水人口
（人）

計画一日最大
給水量

（ｍ3/日）

S45.4

美馬市水道事業 H17.3

美馬市水道事業 H29.4

　　　旧簡易水道事業の統合（木屋平を除く）

H29.3 34,241 22,812.0
簡易水道の譲り受
けによる事業統合

S32.4脇町水道事業

穴吹町水道事業 S38.12

美馬町水道事業
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２ 水道施設や管路の状況 

（１）水道施設の状況 

 

【取水施設】 

上水道については、町村合併前の給水区域を基本として、水道の供給を行ってい

ます。脇町では１２箇所、美馬町では４箇所、穴吹町では６箇所の水源から取水し

ています。取水した水は、塩素による滅菌処理をした後、各世帯や事業体に配って

います。 

 

【浄水、配水池・施設】 

配水池については、脇町では２５箇所、美馬町では１９箇所、穴吹町では３５箇

所あります。配水池容量については、脇町が７,９４３㎥、美馬町が４,１４４㎥、穴

吹町が２,９５３㎥で美馬市の総容量は１５,０４１㎥となっています。 

配水池は、一定している配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整す

る他、配水池より上流側の事故発生にも一定時間の給水を維持する役割も担ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【美馬町 中央高区配水池】 
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【脇町 西上野配水池】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【穴吹町 尾山配水池】 
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【美馬市の給水区域図】 
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8
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（２）管路の状況 

 

【管路の延長】 

上水道の平成２８年度末の管路延長（上水・簡水合算）は、約４８４㎞であり、

その内訳は導水管約１１㎞、送水管６６㎞、配水管４０７㎞となっています。 

 

 

 

 

 

 

【管種別延長】 

管種別の内訳は、導水管は硬質塩化ビニル管が全体の４０％、送水管ではダグタ

イル鋳鉄管が７５％、配水管では硬質塩化ビニル管が全体の７割で、次いでダグタ

イル鋳鉄管となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

導水管 送水管 配水管 合計 導水管 送水管 配水管 合計

鋳鉄管 0 288 0 288 0.0 0.4 0.0 0.1

ダクタイル鋳鉄管（耐震型継手） 42 8,203 7,040 15,285 0.4 12.4 1.7 3.2

ダクタイル鋳鉄管（上記以外） 1,763 41,257 65,008 108,028 16.5 62.4 16.0 22.3

鋼管 1,347 395 2,317 4,059 12.6 0.6 0.6 0.8

硬質塩化ビニル管 4,647 11,761 286,811 303,219 43.6 17.8 70.4 62.6

ポリエチレン管 2,856 4,162 46,139 53,157 26.8 6.3 11.3 11.0

ステンレス管 0 0 21 21 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 10,655 66,067 407,335 484,057 100 100 100 100

管種
延長（ｍ） 構成比率（％）
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【口径別配水管延長】 

配水管の口径別内訳では、給水人口が少なくまた配水区域が細かく分割されてい

ることもあって５０㎜以下の口径管が４４％を占めており、１００㎜以下では全体

の８割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【耐震管 ダグタイル鋳鉄管】 
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（３）有形固定資産の資産別構成状況 

 

【有形固定資産の状況 H２９.４.１現在】 

美馬市水道事業の有形固定資産は、土地、建物（ポンプ場・滅菌室など）、構築

物（管路など）、機械及び装置（電気計装設備など）、車両及び運搬具（公用車な

ど）、工具器具及び備品（漏水探知機など）で構成されています。 

有形固定資産合計額は６,３０６,１９８千円（税抜）で資産額順に構築物５,３

７６,４７０千円、機械及び装置６０５,７３２千円、建物１３８,９３３千円、工

具器具及び備品２,２２４千円、車両及び運搬具１,７１５千円となっています。そ

のうち約８５％は構築物（管路など）であり、固定資産の大半を水道の管路が占め

ています。 
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４ 料金の状況 

（１）現在の料金体系 

美馬市の水道料金は、２ヶ月に一度の検針により使用水量を認定しており、用途

別の料金体系となっています。一般用、集会所用、臨時用の３つの用途区分によっ

て定められています。基本水量制を採用しており、一般用は２,６００円/２ヶ

月、集会所用は６５０円/２ヶ月としています。超過料金（従量料金）は一般用、

集会所用ともに１８０円/㎥であり、臨時用は３６０円/㎥です。 

メーターの使用料金は、口径別の料金体系であり、口径別に２００円～１,２０

０円/２ヶ月です。（料金はすべて税抜き表示） 

現在の水道料金の支払い方法は、口座振替、自主納付となっており、そのうち８

６％が口座振替となっています。 

市町村合併後、旧町村間の料金格差是正のため、段階的に料金改定を実施してい

ます。直近では平成２９年度に改定し、旧穴吹町簡易水道の超過料金をその他地域

の水準へ変更しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メーター
の口径

２ヶ月の
使用料金

【水道料金】 13㎜ 200円

20㎜ 200円

使用水量 料金 25㎜ 400円

一般用 20㎥まで 2,600円 180円 30㎜ 500円

集会所用 5㎥まで 650円 180円 40㎜ 600円

臨時用 50㎜ 1,200円

メ
ー

タ
ー

使
用
料

用途
基本料金（２ヶ月につき） 超過料金

１㎥につき

１㎥につき360円
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５ 同規模他団体と比較した経営状況（統合前経営比較分析表） 

過去の実績により同規模他団体と比較した平成２７年度の経営指標の状況につい

て、上水道事業、簡易水道事業ともに有収率が同規模他団体平均を下回った数値と

なっています。また給水収益に対する企業債残高の割合は、上水道事業、簡易水道

事業ともに同規模他団体を下回っており、高い水準となっています。 

簡易水道事業については、ほとんどの指標で同規模他団体平均を下回っており、

厳しい経営指標となっています。 

 

（１）上水道事業 
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（２）簡易水道事業 

（※平成２７年度実績のため木屋平含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支比率 116.43 115.39 51.53

累積欠損金比率 0.00 0.00 50.00

流動比率 318.91 401.89 47.24

企業債残高対給水収益比率 554.86 493.74 46.15

料金回収率 115.93 113.56 52.93

給水原価 153.08 127.93 41.38

施設利用率 54.05 52.42 52.28

有収率 70.84 84.97 30.93

有形固定資産減価償却率 46.33 46.87 51.72

管路経年化率 1.18 10.33 59.33

管路更新率 0.52 0.49 51.24

同規模
団体平均

偏差値美馬市経営指標（平成27年度決算値）
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【脇町 夕焼けの潜水橋】 

 

 

 

収益的収支比率 58.77 111.92 39.30

企業債残高対給水収益比率 1,222.76 1,101.27 48.83

料金回収率 44.96 70.50 43.08

給水原価 415.71 228.87 34.37

施設利用率 68.40 65.63 51.91

有収率 64.22 78.88 39.16

管路更新率 0.00 1.13 41.33

美馬市
同規模
団体平均

偏差値経営指標（平成27年度決算値）
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６ 組織の状況 

（１）組織の状況 

美馬市水道部は、業務課と工務課で組織されており、平成２８年度末水道部職員

数は業務課６名、工務課７名の計１３名体制となっています。それぞれの業務は、

下表の通りです。 

 

【組織図】 

 

 

 

 

美馬市水道事業

美馬市長

水道部

業務課 工務課

・水道事業の基本計画の策定及び調整業務

・水道事業に係る財産の取得及び処分に関する業務

・給水の開始・廃止等に関する業務

・使用水量の点検及び認定に関する業務

・水道料金、手数料等の徴収に関する業務

・水道事業の経営に関する業務

・水道施設の維持管理に関する業務

・水質管理に関する業務

・指定給水工事者に関する業務

・送配水管の維持管理に関する業務

・漏水防止に関する業務

業務課 工務課
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（２）職員の状況 

【職員数・職員一人当たり配水量の年度別推移】 

〔※平成２８年度末現在上水・簡水合算〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員年齢構成】 

年齢別職員構成を見ると、事務職・技術職ともに４０歳以上の職員が８割以上を

占めており、今後の水道事業を担う若手職員の配属・育成が必要です。 
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７ 将来の事業環境 

 

■給水人口の予測 

国立社会保障・人口問題研究所の試算によると、市の人口は平成２７年～平成３

７年までの１０年間で、約１５％程度減少することが見込まれます。給水人口につ

いては、平成２８年度で２８,１７０人（水道事業・簡易水道事業合計）でありま

したが、同比率で減少すると仮定すると、平成３９年度では、２４,１０６人にな

ると予想されます。 

一方で、本市では、平成２７年１０月に「美馬市人口ビジョン」を策定してお

り、①雇用の創出と所得の増加②若い世代の地元定着と中・高年齢層の「ふるさと

回帰」③若い世代の将来への希望と出生率の向上④若い世代の定着による地域経済

の活性化により、本経営戦略期間中の平成３２年度において、国立社会保障・人口

問題研究所の試算よりも１,３２２人、４.７％増の人口を予想しています。 

本経営戦略では国立社会保障・人口問題研究所の試算を基礎としましたが、美馬

市人口ビジョンの試算を基礎とした場合は、給水人口が予測値より増加する可能性

があります。 

 

■水需要と料金収入の予測 

給水人口は人口減少の影響もあり緩やかな減少が見込まれますが、直近５年間の

一人当たりの有収水量/日は、水道事業が３２０ℓ、簡易水道事業が３００ℓ前後で

ほぼ横ばいの状態になっています。 

したがって、一人当たりの有収水量はほぼ横ばいで推移すると仮定し、人口減少

に応じて水需要が減少すると仮定しました。 

しかし、一人当たりの有収水量/日についても、近年の節水意識の向上や、節水

機能をもつ機器類の普及により減少することが考えられるため、水需要はさらに減

少する可能性があります。 

人口減少に伴う給水人口の減少により、今後料金収入が減少することが見込まれ

ます。現行の料金体系では資産維持費が原価に含まれておらず、したがって、現行
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の収支予測では平成３７年度から経常損益が赤字になる見込みであることから、適

切な料金水準・料金体系についての検討が必要であると考えています。 

 

（１）給水人口と料金収入の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

（２）給水人口と有収水量の実績と将来推移 
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第６章 経営戦略の実施スケジュールとモニタ

リング 

 

１ 経営戦略の計画期間と実施スケジュール 

 

■計画期間 

美馬市水道事業経営戦略の計画期間は１０年間とし、経営目標の達成を目指しま

す。平成３０年度～平成３９年度（１０年間） 

本経営戦略では財政面や投資面の両面においてＫＰＩ（重要経営指標）を設定

し、その推移に着目しながら、ＰＤＣＡサイクルに基づいた継続的な経営改善を図

っていく方針です。その上で、設定した目標のモニタリング・事後検証を実施しま

す。概ね３～５年で必要に応じ見直しを行い、経営戦略策定１０年後の目標達成を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課
題
解
決
に
向
け
た
施
策
の
実
施

前期

前
期
の
見
直
し
施
策
の
実
施

中期 後期

経営ビジョン

未来にわたって、安

心な水を安定してお

届けする水道の実現

中
期
の
見
直
し
施
策
の
実
施

2017年 2026年

３～５年
経営実績を踏まえた

３～５年
経営実績を踏まえた
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■実施スケジュール 

「第３章目標達成に向けた主要施策」に示した各取組については、次の実施スケ

ジュールに基づいて、着実に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．投資計画

前期 中期 後期

（平成30～ （平成33～ （平成37～

平成32） 平成36） 平成39）

施設耐震化の推進

施設規模の適正化・性能の合理化（スペックの適正化）

水道施設の長寿命化（予防保全型の維持管理）

広域化に関する事項

新たな知見や新技術の導入

管路耐震化の推進、重要管路の耐震化

性能の合理化・口径の縮小（スペックの適正化・ダウンサイジング）

管路の長寿命化

広域化に関する事項

新たな知見や新技術の導入

施設整備に関する事項

管路整備に関する事項

具体的な取組主要施策

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

検討 検討結果に基づいて実施へ

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

検討 検討結果に基づいて実施へ

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

１．財政計画

前期 中期 後期

（平成30～ （平成33～ （平成37～

平成32） 平成36） 平成39）

資金の適正管理に関する事項

資金調達に関する事項

委託料に関する事項

動力費に関する事項

修繕費に関する事項

その他の経常経費に関する事項

水道料金に関する事項

企業債に関する事項

一般会計繰入金に関する事項

国庫等補助金に関する事項

コスト削減に関する事項

財源確保に関する事項

具体的な取組

資金の適正管理・調達に関する事項

主要施策

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

検討 検討結果に基づいて実施へ

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

３．その他重要取組

前期 中期 後期

（平成30～ （平成33～ （平成37～

平成32） 平成36） 平成39）

水道利用者とのコミュニケーションの強化

水道利用状況の管理・監視の強化

利便性の向上・給水サービスの充実

定員の適正化、人材育成に関する事項 人材育成

南海地震等の災害対策 応急給水体制・復旧体制の強化

他市町村との積極的な連携、情報共有

専門家の知識の活用

企業環境の整備 職員が最大限の力を発揮できる職場環境の整備

情報通信技術（ICT）の活用 情報通信技術（ICT）の活用

具体的な取組

水道サービス

他市町村・外部有識者との連携

主要施策

継続して検討（検討結果に基づいて実施へ）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）

継続して実施（実績の検証に基づいて修正）
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２ 計画の推進と点検・進捗管理の方法 

「美馬市水道事業経営戦略」で掲げた経営ビジョン・経営目標を確実に達成する

ために、ＰＤＣＡサイクルに基づき、Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実施）・Ｃｈｅｃ

ｋ（検証）・Ａｃｔ（見直し）を随時行っていきます。 

検証にあたっては、損益計算書や貸借対照表など財務諸表を含め、以下の経営指

標等を活用し、市民の皆様からも評価できるよう配慮します。 
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第７章 用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセットマネジメント【あせっとまねじめんと】

営業収益【えいぎょうしゅうえき】

営業収支比率【えいぎょうしゅうしひりつ】

簡易水道事業【かんいすいどうじぎょう】

簡易水道事業の統合【かんいすいどうじぎょうのとうごう】

管路経年化率【かんろけいねんかりつ】

　一般に、「国民の共有財産である社会資本を、国民の利益向上のために、長期的視点に立って、効率
的かつ効果的に管理運営する体系化された実践活動である」とされています。水道におけるアセットマ
ネジメント（資産管理）とは、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期
的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営す
る体系化された実践活動」を指しています。

　営業費用（事業活動に伴って生じる費用）に対する営業収益（営業活動として行う財貨・サービスの
提供の対価としての収入）の割合を示します。

　計画給水人口が５，０００人以下である水道によって水を供給する水道事業をいいます。施設が簡易
ということではなく、計画給水人口の規模が小さいものを簡易と規定したものです。

　企業の通常の営業活動によって得られた収益の総称で、通常は売上高とほぼ同じ意味で用いられます
が、「営業外収益」と対比的に、通常の営業活動による収益を特に「営業収益」といいます。

　簡易水道は事業規模が小さいことから一般的に経営基盤が脆弱であり、経営基盤を強化するために事
業の統合・広域化が喫緊の課題でした。そこで厚生労働省より平成１９年に「簡易水道等施設整備費国
庫補助金交付要綱」及び「簡易水道等施設整備費国庫補助金取扱要領」が一部改正され、事業経営者が
同一であって、会計が同一又は一体的な管理が可能な既存の水道事業が存在する簡易水道施設又は飲料
水供給施設に関する事業は国庫補助の対象とされないことになりました。
　ただし、「簡易水道事業統合計画」を策定し、平成２１年度末までに厚生労働省の承認を得た場合、
平成２８年度末までの簡易水道等の整備に対して国庫補助を受けることができました。
　そのため、美馬市においても「簡易水道事業統合計画」を策定し、平成２９年度より木屋平を除く簡
易水道事業を水道事業へ統合しました。

　法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示しています。数値が高い
場合は法定耐用年数を経過した管路を多く保有していることになるため、計画的な管路更新の必要性が
あります。
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管路更新率【かんろこうしんりつ】

企業債・企業債残高【きぎょうさい・きぎょうさいざんだか】

企業債残高対給水収益比率【きぎょうさいざんだかたいきゅうすいしゅうえきひりつ】

キャッシュフロー・キャッシュフロー残高（資金残高）【きゃっしゅふろー】

給水原価【きゅうすいげんか】

給水収益【きゅうすいしゅうえき】

緊急用浄水装置【きんきゅうようじょうすいそうち】

経常収支比率【けいじょうしゅうしひりつ】

　１事業年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を示します。経年比較
や同規模団体比較により更新ペースを把握し、計画的な更新を行う必要があります。

　地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす地方債のことをいいます。ま
た、年度末時点の地方債合計を企業債残高といいます。

　給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。財務状況の安定性を
示し、値が小さいほど安全性が高くなります。

　現金の流れを意味し、主に企業活動や財務活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し
引いて手元に残る資金の流れのことをいいます。年度末時点のキャッシュフローの合計をキャッシュフ
ロー残高といいます。

　有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標です。経年比較や同規模
団体比較により投資の効率化や維持管理費についての把握を行う必要があります。

　水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道施設の使用について徴収する使用料
をいいます。水道事業収益のうち、最も重要な位置を占める収益です。通常、水道料金として収入とな
る収益がこれに当たります。

　非常時に、身の回りの水源から飲み水を造る災害用浄水装置のことをいいます。

　経常費用（営業費用＋営業外費用）に対する経常収益（営業収益＋営業外収益）の割合を示します。
１００％以上で経常収支が黒字であることを示します。
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経常損益【けいじょうそんえき】

KPI（重要経営指標）【けーぴーあい】

減価償却費【げんかしょうきゃくひ】

広域化【こういきか】

固定資産減価償却率【こていしさんげんかしょうきゃくりつ】

資産維持費【しさんいじひ】

施設利用率【しせつりようりつ】

　料金収入などの営業活動から生じる営業収益と預金利息や他会計繰入金などの営業活動以外の活動に
よる営業外収益との合計を経常収益といいます。また、職員給与費や修繕費、減価償却費などの営業活
動から発生する営業費用と企業債利息などの営業外費用の合計を経常費用といいます。
　経常収益から経常費用を差し引いたものを経常損益といい、０以上は黒字、マイナスの場合は赤字と
なります。

　企業目標の達成度を評価するための主要業績評価指標のことをいいます。企業などの組織において、
個人や部門の業績評価を定量的に評価するための指標で、達成すべき目標に対し、どれだけの進捗がみ
られたかを明確にしたものをいいます。

　固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を
示します。数値が１００％に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示しています。

　固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理又は手
続きを減価償却といい、この処理又は手続きによって特定の年度の費用とされた固定資産の減価額を減
価償却費といいます。

　全国の水道事業体が人口減少に伴う給水収益の減少により経営状況の悪化が見込まれる中で、市町村
や県・企業団等で一体的に運営することで事業の効率化を図り、地域の水道事業経営の健全化を図るこ
とを目的に行うことをいいます。

　計画的に施設・管路の更新や耐震化を行い、経営活動を行うための資産を維持していくために必要な
費用のことをいいます。施設・管路を維持、拡充、改良及び企業債の償還等に充当されるべき費用であ
り、維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額をいいます。

　１日配水能力に対する１日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標をい
います。数値が著しく低い場合には、施設が遊休状態となっており、ダウンサイジング等を検討する必
要があります。
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資本的収支【しほんてきしゅうし】

収益的収支【しゅうえきてきしゅうし】

自己資本構成比率【じこしほんこうせいひりつ】

上水道事業【じょうすいどうじぎょう】

スペックの適正化・スペックダウン【すぺっくのてきせいか・すぺっくだうん】

総収支差額【そうしゅうしさがく】

耐震性緊急貯水槽【たいしんせいきんきゅうちょすいそう】

ダウンサイジング【だうんさいじんぐ】

　経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、建設改良に要する資金とし
ての企業債収入、企業債の元金償還などをいいます。資本的収支は貸借対照表の科目の増減として示さ
れます。

　１事業年度の経営活動に伴い発生するすべての収益と費用をいいます。収益的収支は損益計算書の科
目の増減として示されます。

　総資本（負債・資本合計）に占める自己資本の割合を表すものであり、水道事業は施設の建設費の大
部分を企業債（借入資本金）によって調達していることから、一般にこの比率が小さくなっています。

　計画給水人口が１００人を超える水道により、水を供給する事業を水道事業といいますが、さらにこ
のうちの計画給水人口が５，０００人を超える事業のことをいいます。なお、簡易水道事業以外の水道
事業のことを上水道事業というとされており、法令上の用語ではありません。

　地震対策として応急給水を確実に実施するために、地震時の外圧等に対し、十分な耐震、耐圧設計に
よって築造された飲料水を貯留する施設のことをいいます。

　コスト削減や効率化を目的としてサイズ（規模）を小さくすることをいいます。水道事業においては
施設の稼働状況に応じて施設等の見直しを行うことをいいます。

　施設や管路の性能や機能を見直し、利用状況に応じて性能の質や機能の豊富さを落とし、経営の効率
化を図ることをいいます。

　収益的収支と資本的収支を合わせたすべての収支の差のことをいいます。
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地方公営企業【ちほうこうえいきぎょう】

長期前受金戻入【ちょうきまえうけきんれいにゅう】

内部留保資金【ないぶりゅうほしきん】

有収率【ゆうしゅうりつ】

流動比率【りゅうどうひりつ】

料金回収率【りょうきんかいしゅうりつ】

累積欠損金比率【るいせきけっそんきんひりつ】

　減価償却費など実際にお金の支出がない費用計上によって生じた資金をいいます。主に施設整備の費
用や施設整備のために借り入れた企業債の元金償還の財源として使われます。

　地方公共団体が経営する企業のうち、水道事業（簡易水道事業を除く）、工業用水道事業、軌道事
業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業及びガス事業（これらに附帯する事業を含む）を地方公営企
業といい、同法の全部適用事業（法定事業）としています。

　固定資産取得のために交付された補助金等について、資産の取得にどの財源で賄ったかを明確にする
ことを目的とし、減価償却見合い分を収益化したものをいいます。

　給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標です。供給単価と給水原価との関
係を見るものであり、料金回収率が１００％を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収
入で賄われていることを意味します。

　営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、繰越利益剰余金等でも補填することが
できず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を表す指標です。０％より高い場合には、経
営の健全性に課題があることを示します。

　有収水量を給水量で除したもの（％）をいいます。有収水量は、料金徴収の対象となった水量及び他
会計等から収入のあった水量のことをいいます。

　流動負債（一年以内に償還しなければならない短期の債務）に対する流動資産（現金、原則として１
年以内に現金化される債権、貯蔵品など）の割合を示します。１００％以上であることが１年以内に支
払うべき債務に対して支払うことができる現金等を保有している状況を示しています。



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美馬市水道事業経営戦略 

美馬市 水道部 

住所 〒771-2106 徳島県美馬市美馬町字大宮西４８番地２ 

ＴＥＬ ０８８３－６３－２２３６ 

ＦＡＸ ０８８３－５５－２１７８ 
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